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１．特許を巡る紛争の類型

権利付与後

権利付与前

訂正審判

異議申立て

無効審判

権利侵害行為
の有無をめぐ
る争い

侵害訴訟

ＡＤＲ（裁判外紛争処理制
度）

判定

拒絶査定不服審判
発明の特許性

をめぐる争い

権利の有効性

をめぐる争い

＊下線 ＝ 特許庁審判部による



２．我が国の特許等を巡る紛争処理体制

ＡＤＲ機関
日本知的財産仲裁センター

特許庁審判部（判定）

（注）２００１年の配属人数
ただし、東京高裁は２００２年
４月以降の体制

特許庁審判部

地方裁判所

東京高裁

他の高裁

最高裁
東京地裁

大阪地裁

他の地裁

大阪高裁

審判
異議申立て

専門部判事 ３か部１５人
調査官 ７人

侵害訴訟

（審判官 ３９３人）

ＡＤＲ
判定

調停人･仲裁人候補者は約３０８人
（弁理士１７２人、弁護士９６人および学者約４０人）

（民事部知財担当判事 ５人）専門部判事 １か部５人
調査官３人

専門部判事 ４か部１６人
調査官 １１人



３．特許についての審判・訴訟等の手続の全体図

ＡＤＲ

出願 審査請求 査定不服審判 審決取消訴訟

訂正審判

異議申立て

無効審判

侵害訴訟

判定

決定取消訴訟

審決取消訴訟

審決取消訴訟

控訴審

各高裁
特許査定

東京高裁

各地裁

特許庁審判部

特許庁審判部

最高裁東京高裁特許庁審判部

拒絶査定 上告審

最高裁

上告審

４４万件 ２５万件
２万件

４千件

２８３件

２２０件

１５３件

７５件

仲裁３件 調停４件

６０件

１６１件

１５６件

１０件

１１万件

８万件

（注）２００１年にされた請求、処分等の件数



４．拒絶査定不服審判

出願人が特許庁に対し、審査官が行った拒絶査定
の見直しを求める制度

請求件数：１９，２７０件

審理期間：１８ヶ月

（２００１年、特許）

・拒絶査定の謄本の送達から３０日以内に請求可能

拒絶査定不服審判請求件数推移

10

20

93 94 95 96 97 98 99 00 01

（千）

・出願人のみ請求可能

・拒絶査定維持の審決の場合、東京高裁に審決の取消を請求可能

出願人 特許庁



５．異議申立て

申立てに応じて特許庁が自ら特許付与を見直す制度

・何人も申立て可能

・特許掲載公報の発行の日から６月以内に申立が必要

申立件数：４，３０６件
審理期間：１２ヶ月

（２００１年、特許）

異議申立件数推移

2

4

6

8

96 97 98 99 00 01

（千）

・特許取消決定の場合、特許権者は東京高裁に決定の取消を請求可能
特許維持決定の場合、異議申立人は決定の取消を請求不可

＊１９９６年に、迅速な権
利付与、国際調和の
観点から、異議申立
制度を特許権付与前
から特許権付与後に
移行

特許権者 特許庁

異議申立人



無効審判請求件数推移

0

100

200

300

93 94 95 96 97 98 99 00 01

６．無効審判

特許庁が行った特許付与の有効性を巡る特許権者
と利害関係人の争いを解決するための制度

・利害関係人のみ請求可能

・いつでも請求可能

請求件数：２８３件

審理期間：１５ヶ月

（２００１年、特許）

・無効の審決の場合、特許権者は東京高裁に審決の取消を請求可能
有効の審決の場合、利害関係人は東京高裁に審決の取消を請求可能

特許権者

特許庁

利害関係人



訂正審判請求件数推移

0

100

200

93 94 95 96 97 98 99 00 01

７．訂正審判

特許権者による特許権の技術的範囲の訂正の可否
を判断する制度

請求件数：２２０件

審理期間：５ヶ月

（２００１年、特許）

・異議申立て又は無効審判が特許庁に係属していない場合に請求可能

（係属している場合には、異議申立て又は無効審判手続中で訂正請求が可能）

・権利範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、又は明瞭でない記載の釈明を目的とする
訂正に限られる

＊従前、訂正審判は、無効審判を受けたときに防御手段として請求する場合が多く、両
審判が併行し審理遅延を招くことから、１９９４年より無効審判の審理と合わせて訂正
の可否を審理することとした。

・特許権者のみ請求可能

・訂正を認めないとの審決の場合、特許権者は東京高裁に審決の取消を請求可能

・訂正後の特許権が無効理由を有さないことが必要（独立特許要件）

特許権者 特許庁



８．審判制度（工業所有権四法比較）

拒絶査定
不服審判

異議申立て 無効審判 訂正審判
不使用取消

審判
判定

特許
○

○
６ヶ月以内に申

立
○ ○ × ○

実用新案
× × ○

×
請求項の削除

はいつでも可能
× ○

意匠
○ × ○ × × ○

商標
○

○
２ヶ月以内に申

立

○
５年以内に請求

（除斥期間）
× ○ ○



９．審決取消・決定取消訴訟

特許庁審判部で出された取消決定又は審決に対し
て取消を求める訴訟

東京高裁請求件数：３８９件

審理期間：１２ヶ月

拒絶査定不服審判 審決取消訴訟

異議申立て 取消決定取消訴訟

無効審判 審決取消訴訟

訂正審判 審決取消訴訟

・判決に不服のある場合、原告又は被告は最高裁に上告可能

・訴えは東京高裁に提訴

出願人

東京高裁

特許庁

特許権者 利害関係人

特許権者 特許庁

特許権者 特許庁

請求件数は特許に係る件数
審理期間は四法全体の平均２００１年：

審決・取消決定取消訴訟提訴件数推移

0

100

200

300

400

93 94 95 96 97 98 99 00 01

その他

異議

無効

訂正

査定不服



侵害訴訟請求件数推移

0

50

100

150

200

93 94 95 96 97 98 99 00 01

１０．侵害訴訟

特許権を侵害する他人の行為の差止め、損害賠償
を求める訴訟

地裁請求件数：１５３件
審理期間：１８ヶ月

損害賠償額は高額化の傾向

９０～９４年：平均４，６００万円

９８～０１年：平均１８，０００万円

・訴えは民事訴訟における通常の管轄（各地方裁判所）のほか、知
的財産権を扱う専門部を有する東京地裁又は大阪地裁に提起する
ことができる。（競合管轄、平成８年民訴法改正により）

＊特許権等の権利侵害に対する
救済措置の拡充を図るため９８
年及び９９年に特許法改正

・特許権者、専用実施権者が提訴可能

・いつでも提訴可能

・判決に不服のある場合、原告又は被告は高裁に控訴可能

特許権者（原告）

地裁

被告

請求件数は特許に係る件数
審理期間は知財全体の平均２００１年：



１１．ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution: 裁判外紛争処理制度）

中立の第三者の仲介・介入により、訴訟によらず当事者
間で紛争の解決を図る制度（調停、仲裁、あっせん等）

・判断者、手続等は、事件の性質に応じて当事者の合意により
自由に選択可能

・手続及び判断を非公開とすることが可能

日本知的財産仲裁センター

工業所有権に関する紛争処理機関として、平成１０年４月に日本弁護士連合
会と日本弁理士会の共同で設立された団体。
平成１３年４月には著作権紛争、インターネットドメイン名紛争に業務範囲を
拡大して、「工業所有権仲裁センター」から「日本知的財産仲裁センター」に
名称変更された。
平成１４年３月までに２２件の調停・仲裁の申立てを処理。

・結果に対する不服の申立ては原則不可

・費用は当事者負担

・いつでも利用可、ただし利用するには当事者の合意が必要

・紛争当事者が利用可能

当事者

調停人・仲裁人等

当事者



判定請求件数推移

0

50

100

93 94 95 96 97 98 99 00 01

１２．判定

特許権の技術的範囲に対して、判定対象の権利侵害
の可能性について判断を示す制度

特徴として

・中立、公平な立場での判断
・すばやい結論（平均７ヶ月）

・安価な費用（１件４万円）

・簡単な手続

判定請求件数：７５件 （２００１年、特許）

＊判定は特許庁の意見の表明にすぎず法的な拘束力は有しない

・何人も請求可能

・いつでも請求可能

・判定の結果に対する不服の申立ては不可

請求人

特許庁

被請求人



１３．最近の特許法改正状況

審判制度・侵害訴訟に関する最近の特許法改正

無効審判における訂正の請求（特許法第134条等）
訂正審判によって訂正を行うのではなく、無効審判の手続の中で訂正を行うことを認める。

不適法な訂正を無効理由に追加（特許法第123条等）
訂正無効審判を廃止し、不適法な訂正は無効理由とし、訂正の可否は無効審判で争うこととする。

平成５年改正

権利付与前異議申立ての廃止、付与後における異議申立ての創設（特許法第113条等）

平成６年改正

無効審判における理由補充の制限（特許法第131条等）
審判請求書の理由の要旨を変更する（証拠の追加等）補正ができないようにする。

特許権侵害に対する民事上の救済の見直し（特許法102条等）
侵害により生じた損害の立証を容易にした。

平成１０年改正

訂正請求の見直し（特許法第120条の４等）
無効審判等の対象となっている請求項については、独立特許要件を判断しない（独立特許要件の一部廃止）。

訴訟と審判の関係の整備（特許法第168条等）
裁判所又は特許庁長官は、権利侵害の訴えの提起又は審判の請求の有無を互いに通知するものとする。

侵害行為立証の容易化（特許法第105条等）
侵害訴訟における文書提出命令の拡充を行った。

判定等の手続の整備（特許法第71条等）

平成１１年改正



１３－２．審判、侵害訴訟の審理期間の年推移

平均審理期間の年推移　（無効審判（特許）、侵害訴訟（知財関係））
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（＊）東京地裁は、平均審理期間１５ヶ月（概数）を既に達成。



日本 米国 ドイツ ＥＰＣ

異 議 申 立
て

無効審判 侵 害 訴 訟
中 で の 無
効判断

再審査 当事者系
再審査

侵 害 訴 訟
中 で の 無
効判断

異 議 申 立
て

無効訴訟 異 議 申 立
て

請求者 何人も可 利 害 関 係
人のみ

利 害 関 係
人のみ

何人も可 何人も可 利 害 関 係
人のみ

何人も可 何人も可 何人も可

受理期間 特許付与
から６ヶ月

いつでも可 いつでも可 いつでも可 いつでも可 いつでも可 特許付与
から３ヶ月

異 議 申 立
て終了後

特許付与
から９ヶ月

請求できる
理由

公 益 性 事
由

公 益 性 事
由
権利帰属

公 益 性 事
由
権利帰属
（明 白なも
ののみ）

特 許 付 与
手 続 に お
いて考慮さ
れていない
新 た な 刊
行 物 に 基
づく拒絶理
由のみ

特 許 付 与
手 続 に お
いて考慮さ
れていない
新 た な 刊
行 物 に 基
づく拒絶理
由のみ

公 益 性 事
由
権利帰属

公 益 性 事
由
権利帰属

公 益 性 事
由
権利帰属

公 益 性 事
由

審理機関 特許庁
審判部

特許庁
審判部

各地裁 特許庁
審査部

特許庁
審査部

連邦地裁 特許庁
特許部

連邦特許
裁判所

欧 州 特 許
庁異議部

特許権者
による不
服申立て

東京高裁 東京高裁 各高裁 審判部
更に
ＣＡＦＣ

審判部
更に
ＣＡＦＣ

ＣＡＦＣ 連邦特許
裁判所

連邦通常
裁判所
（最高裁）

欧 州 特 許
庁審判部

請求人に
よる不服
申立て

不可 東京高裁 各高裁 不可 審 判 部 ま
で

ＣＡＦＣ 連邦特許
裁判所

連邦通常
裁判所
（最高裁）

欧 州 特 許
庁審判部

請求人の
関与時期

請 求 時 の
み

最後まで 最後まで 請 求 時 の
み

審 判 部 ま
で

最後まで 最後まで 最後まで 最後まで

対世効 有り 有り 無し 有り 有り 判例により
事実上有り

有り 有り 有り

１４．特許の無効・取消についての各国制度比較表



１５．特許の無効・取消についての各国制度比較図

連邦最高裁判所

ＣＡＦＣ

連邦地裁特許庁：審判部

特許庁：審査部

再審査

侵害訴訟

連邦通常裁判所（最高裁）
民事部専門部（第１０部）

連邦特許裁判所

地方裁判所特許庁：特許部

異議申立て 侵害訴訟

上級地方裁判所

無効訴訟

ＥＰＯ：審判部

ＥＰＯ：異議部

異議申立て

米国
ドイツ ＥＰＣ

当事者系再審査

（無効抗弁有り・
無効確認訴訟有り）

（無効抗弁無し）

連邦特許裁判所は、従来の特許庁にあっ
た無効部（特許の無効を扱う）と抗告部（審
査又は異議決定に対する抗告を扱う）を特
許庁から分離、改組して、１９６１年に設立し
たものである。

連邦特許裁判所における特許の無効の判
断は、裁判官資格を有する２人の法律的構
成員と技術の専門知識を有する３人の技術
的構成員からなる合議体によってなされ、事
実関係、証拠等を職権で探知する。

欧州特許庁にお
いて特許付与がな
された特許権の無
効については、基
本的に各国の国内
法に基づく紛争処
理制度により扱わ
れるが 、特許付与
後一定期間の間、
欧州特許庁におけ
る一元的な異議申
立てが可能となっ
ている。

再審査、当事者系再審査について、
審判部の決定に不服のある場合に
は、特許権者のみが、法律審である
連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に提訴
することができ、請求人は提訴できな
い。この訴訟は特許権者と特許庁の
争いとなり、請求人は訴訟に参加で
きない。

なお、現在、当事者系再審査の請
求人も訴訟提起を可能とする改正法
案（H.R.1886）が議会で審議中である。



１６．知的財産関連会議

内閣総理大臣主催の私的会議。
産業の国際競争力の強化、経済の活性化の観点から、知的財産戦略を樹立する。
①知的財産をめぐる現状と課題、②知的財産政策の基本的方向、③2005年度までの具体的行動計画（アク
ション・プラン）を示した「知的財産戦略大綱（仮称）」を今年７月に決定するとともに、その後のフォローアップ
体制を決定する予定。

知的財産戦略会議

総合科学技術会議の下部組織。
研究開発投資の拡充に対応した成果の創出と確保を図り、国際競争力の強化に結びつけるため、知的財産
の保護と活用に関する総合的な戦略について調査・検討。

総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会

経済産業政策局長及び特許庁長官の私的懇談会。
産業競争力強化の観点から、知的財産制度に関する短期及び中長期における課題を検討。①国民の知的
財産意識の啓発、知的財産関連人材の育成、②国の研究開発投資に対応した世界トップレベルの知的財
産の創出、③知的財産を核とした企業戦略のための基盤整備、④海外における知的財産の保護強化
今年５月に最終報告予定。

産業競争力と知的財産を考える研究会

法務省法制審議会の下に設置された部会。
司法制度改革審議会の最終意見書を受けて、民事訴訟法の見直しについて検討。部会の中では、専門訴
訟への対応強化、証拠収集方法の拡充等について検討中。

法制審議会民事・人事訴訟法部会



１７．審決取消訴訟をめぐる問題（訂正審判によるキャッチボール現象）

この判決以降、審決取消訴訟中に訂正審判が確定した場合は、自動的に審決が取り
消されるため、特許庁で再審理している。（キャッチボール現象）キャッチボール現象）

キャッチボールの例

審決取消訴訟においては特許庁で審理されなかった無効原因を主張することができな
いとする判例（メリヤス編機事件）を引用し、特許請求の範囲が訂正審判により訂正さ
れた場合には、審判において審理判断されなかった引用例との関係の無効理由を審
理しなければ訂正後の発明の無効原因について判断できないから、審理判断をするた
めには、審決を取り消して特許庁における審判手続によってこれを審理判断すべきで
あると指摘。

「無効審決の取消を求める訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減
縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、当該無効審決を取り消さなければなら
ないものと解するのが相当である。」と判示。

最高裁 平成１１．３．９判決（最高裁平７（行ツ）２０４号 大型角形鋼管の製造方法）

無効審判

審決取消訴訟

訂正認容
訂正審判

審決取消審決取消

訂正認容
訂正審判

審決取消審決取消

＊なお、本事件については、昭和６１年に
無効審判が請求されて、現在再度最高裁
で審理中であり、いまだ審決が確定されて
いない状態。



温度を電気信号に変換する
センサと、センサ出力の変化
特性とから体温の安定温度を
予測する演算回路を有する電
子体温計。

訂正前 特許請求の範囲

１７－２．訂正の例

温度を電気信号に変換する
熱電対からなるセンサと、セ
ンサ出力の変化特性とから体
温の安定温度を予測する演算
回路を有する電子体温計。

明細書の記載についての訂正例
（特許請求の範囲の限縮）

訂正後 特許請求の範囲

（発明の詳細な説明の抜粋）

‥‥‥この発明は、測定時間の短い体温計
を提供することを目的とする。

体温を電気信号に変換するセンサは、例え
ば、感温磁気素子、測温抵抗体、熱電対等が
挙げられる。センサ出力は、体温予測演算回
路に導かれ、予測安定温度値に変換される。
測定時間をできるだけ短くするためには、感
度よいセンサを使用する必要がある。実験の
結果は、熱電対が最適であった。‥‥‥

センサ部 演算回路

電子体温計

３７．０℃

（図面）

注）熱電対：温度センサの一種。直接物体に接触
して測定する方式のもので、構造が簡単なことか
らセンサとして広く用いられている。



１８．激しい紛争の起きている事例

特許2751963号（窒化インジウムガリウム半導体の成長方法）

1999 2000 2001 20021998

権利付与

審理併合

無効審判
H11-35005

無効審判
2000-35220

無効審判
2001-35066

異議申立て（４
件）

H10-75365

無効審判
2001-35067

無効審判
2001-35137

無効審判
2001-35395

無効審判
2001-35453

訂正請求 訂正認容
無効審決

訂正認容
維持決定

高裁出訴 有効
審決

高裁出訴

有効
審決

高裁出訴

請求取下

請求取下

請求取下

訂正請求

審理併合

無効理由
通知

訂正
請求

取消理由通知
＆訂正請求

審決取消
判決

訂正の確定
による審決取消

審決取消
判決

審決取消
判決

同一人による
複数無効審判請求

複数制度の
同時係属



１９．紛争処理をめぐる最近の事件（キルビー事件）

「キルビー特許」に基づく損害賠償債務不存在の確認請求事件
原告（被控訴人、被上告人）：富士通株式会社 被告（控訴人、上告人）：ﾃｷｻｽ・ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社

原告製品は本件発明の構成要件を充足しないため侵害にあたらないと判断。
東京地裁

原告製品は侵害にあたらないと判断。更に、本件特許は無効である蓋然性が極めて高
いとし、このような特許権に基づく権利行使は権利濫用として許されないと判示。

東京高裁

従来の判例では、特許に無効理由が存在する場合であっても、いったん登録された以上
はその登録を無効とする審決が確定しない限り、侵害訴訟において特許が無効であるも
のと扱うことはできないとしていた。
しかし、キルビー判決では、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、そ
の特許権に基づく差し止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利濫用に
当たり許されないと解するのが相当である。」と判示（「権利濫用の抗弁」が認められた）。

最高裁 平成１２．４．１１判決（最高裁平１０（オ）３６４号）

背景：
富士通㈱は、自社が製造する半導体製品はキルビー特許を侵害するもの
ではないとして、損害賠償請求権の不存在の確認を求め提訴した。



２０．紛争処理をめぐる最近の事件（アルゼ事件）

特許第1855980号（「スロットマシン」）に基づく損害賠償請求事件
東京地裁 平成14.3.19判決（東京地裁平11(ﾜ)13360号、及び東京地裁平11(ﾜ)23945号）

原告： アルゼ株式会社 被告： 株式会社ネット、サミー株式会社

侵害訴訟 東京地裁平11(ﾜ)13360号、及び東京地裁平11(ﾜ)23945号

侵害論 損害論

訴訟提起
Ｈ１１．６．２４／Ｈ１１．１０．３０

権利濫用の抗弁 判決
Ｈ１４．３．１９Ｈ１４．３．１９

無効審判 無効２００１－３５２６７号

無効審判請求
Ｈ１３．６．２６

無効理由通知
Ｈ１４．３．１８Ｈ１４．３．１８

被告に対してそれぞれ９億8870万円、74億1668万円を支払うよう命ずる判決を下した。
判決では、キルビー判決の法理に従って主張された「権利濫用の抗弁」について検討し、
特許無効とはいえない（「無効理由が明らか」とまではいえない）と判断。

東京地裁

被告は、原告特許は無効であるとして特許庁に対して無効審判を請求し、現在係属中。
特許庁は、原告特許には無効理由があると判断し、無効理由を通知。

特許庁



２１．検討事項１：異議申立て及び無効審判の関係について

特許の効果的な保護のためには、異議申立て及び無効審判等の特許の有効性についての争
いをできるだけ迅速に処理することが必要。

→異議申立てと無効審判の役割分担をどう考えるか。
・異議申立てと無効審判が併存する必要があるか。

→異議申立て及び無効審判の手続きを見直す必要があるか。
・簡素化、合理化のための見直しが必要ではないか。
・また、機能の充実化のための見直しが必要ではないか。

②十分な議論が尽くされないとのユーザからの指摘

・申立時期の制限、申立人の関与の薄さ（異議申立て）
・証拠の提出時期の制限（異議申立て、無効審判）
・訂正時期の制限（異議申立て、無効審判）

このように複数の争いが関連する権利は、競業者の関心の高い権利や侵害訴訟関
連の権利であることが多く、重要な案件ほど審理期間が長期化する傾向にある。

・異議申立てと無効審判が同時期に係属した場合、両制度の手続構造が異なるため審理を
併合できず、両者を同時並行で審理することも困難
・異議申立ての特許維持決定に不服があっても直接高裁に出訴できず、改めて無効審判の
請求が必要

①権利を取消、無効とするための制度が複数併存することによる紛争解決の長期化

現行制度の問題点



２２．検討事項２：訂正の機会の適正化について

→訂正の機会を見直す必要があるのではないか。

・異議申立て又は審判係属中の訂正の機会は十分であるか。

・訴訟審理中の訂正審判の必要性についてどう考えるか。

異議申立て又は無効審判継続中の訂正の機会は、新たな攻撃を受けたとき（取消理由
通知書、無効審判請求書又は無効理由通知書を受け取ったとき）の訂正請求に限られ
る。

他方、異議申立てで取消決定を受けた後の取消決定取消訴訟審理中、又は、無効審
判で無効の審決を受けた後の審決取消訴訟審理中においては、新たな攻撃を受けるこ
とがないにも関わらず（メリヤス編機事件）、いつでも訂正審判を請求することができる。

このため、異議申立て又は無効審判係属中に十分な訂正の機会が得られなかったこと
が不満である特許権者は、訴訟を提起した上で訂正審判を請求することとなる。

しかしながら、取消決定取消訴訟中又は審決取消訴訟中に訂正審判が確定した場合
には、自動的に取消決定又は無効審決が取り消され、特許庁で再審理することとなる
（キャッチボール現象）ため、紛争を長引かせる一因となっているほか、特許権の技術
的範囲という審理対象が変更されることにより、それまでの訴訟における審理が無駄に
なることがある。



２３．検討事項３：訴訟と審判の連携について

キルビー判決での判断は限定されたものであるため、侵害訴訟では「無効理由の存在が明ら
か」なものでなければ、特許が有効なものとして侵害の判断を行っている。

このような状態では、アルゼ事件のように、無効審判では特許を無効と判断する可能性がある
にもかかわらず、裁判所では特許を有効として判断するような状態が起こり、両者の判断に齟
齬が生じることになる。

従来より、侵害訴訟について裁判所が必要と認めるときには特許庁の審決が確定するまでそ
の裁判手続を中止することができるとしている。（特１６８条②）

更に、平成１１年の特許法改正によって、裁判所は、訴えの提起があったときその旨を特許庁
長官に通知することとし、特許庁は、訴えの提起に係る特許権についての審判請求の有無を裁
判所に通知する（通知した訴訟の手続が終了したとき、通知した審判が終了したときも同様）こ
ととしている。（同条 ③④）

→裁判所と特許庁との間での連絡体制、情報の共有の強化が必要か。
侵害訴訟と審判の手続の進行調整についてどう考えるか。
手続についてどのような方策が考えられるか。



２４．検討事項４：知的財産紛争におけるＡＤＲ・判定制度の役割について

知的財産に関する紛争が増加している中で、裁判所の体制強化に加え、ＡＤＲによる紛争
解決への期待が高まっている。
司法制度改革審議会の最終意見書では、「日本知的財産仲裁センターや特許庁（判定制
度）等のADRを拡充・活性化し、訴訟との連携を図るべきである」と提言されている。

日本知的財産仲裁センター

平成１０年度から平成１３年度までで、２２件の調停・仲裁の申立

→ 知的財産紛争解決のためのＡＤＲはどうあるべきか。

・社会的信頼性の確保、人材育成、啓蒙を図る必要があるのではないか。
・ＡＤＲをどのように利用してゆけばよいか。

→特許庁において判定を行う必要性についてどのように考えるか。

・民間ＡＤＲにより代替することについてどのように考えるか。

他方、判定制度については、近年の判定請求件数の増加が特許庁審判部の業務を圧迫し
ており、また、民間ＡＤＲの育成の観点からは安価な判定制度が民業育成の妨げとなってい
るとの指摘がある。



２５．知的財産訴訟を巡る問題（証拠収集手続）

知的財産訴訟における証拠収集方法の現状

現在、司法制度改革審議会の最終意見書をうけ、法制審議会民事・人事訴訟法部会
において、提訴前の証拠収集手続の拡充を中心に審議中。

侵害行為の立証に必要な文書提出命令の対象を拡張するとともに、その手続の整備。

平成８年民事訴訟法の改正

権利侵害に対する救済措置の拡充として、侵害行為の立証に必要な文書提出命令の見直し。

①提出書類の対象として「侵害行為について立証するため必要な書類」を追加。ただし、提出を
拒む「正当な事由」（営業秘密など）があるときには提出を拒否可。

②文書の所持者が営業秘密であること等を理由として提出を拒むときは、裁判官のみが文書を
みることにより文書提出義務の有無を判断する手続を追加（インカメラ手続）。

平成１１年特許法の改正

特１０５条①：「裁判所は･･･当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、･･･必要な書類
の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその書類を拒むこ
とについて正当な理由があるときは、この限りでない。」

同条②：「裁判所は、前項ただし書きに規定する正当な事由があるかどうかの判断をするた
め必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この
場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。」



２６．その他１：証拠収集手続の拡充及び裁判における営業秘密保護について

現状
・知的財産権侵害訴訟においては、侵害の立証のための証拠は営業秘密として取り扱われ
ている場合が多く、侵害の立証を容易化するためには、営業秘密に係る証拠を収集する手続
きの拡充が重要。

・特許法１０５条では、侵害行為の立証に必要な文書について、営業秘密を含む等の提出を
拒む「正当な事由」がある場合には提出の拒否ができるとし、文書提出義務の有無を判断す
る手続きとして裁判官による「インカメラ審理」を規定。

・産業界からの要望
① 営業秘密であることが文書提出義務を拒む「正当な理由」に該当しないことの

明定化による、営業秘密文書の提出義務の原則化
② 提出された営業秘密文書の秘密性の保護の制度化
③ 弁護士・弁理士の秘匿特権の明確化

→十分な証拠に基づく審理、営業秘密の保護の観点から、
知的財産訴訟における証拠収集手続についてどうあるべきか。

・秘密を護りながら裁判を行うにはどのような方法があるのか。

・裁判公開原則との関係についてどう考えるか。



１．特許等侵害訴訟において侵害立証のために必要となる技術情報等の文書は、営業秘密として取り
扱われている場合が多いが、営業秘密に関わるものはインカメラ手続によって文書提出命令の除外対
象とされる場合が殆どである。侵害立証を容易にするためには、文書提出範囲の制限事項を限定し、
営業秘密文書を文書提出命令の除外対象に該当しないことを明文をもって規定すべき。
２．現行の手続きでは提出された営業秘密の秘密性を守る制度がなく提出された文書は全て公開対象
となってしまい、提出する側の当事者の不利益が大きく公平な審理の要請からも逸脱する。そこで、
提出された営業秘密文書に対してその秘密を担保する措置を講じるべきである。具体的には、営業秘
密文書の閲覧、それに基づく審理は、裁判官、当事者の代理人、調査官等限られた者のみ行われるも
のとし、また秘密の漏洩を禁ずる手続を整備すべき。
３．また、文書提出義務の範囲を拡大する一方で、当事者の立場を保護するため文書提出の範囲の制
限を図る枠組みとして、弁護士・弁理士の秘匿特権の範囲について明確にすべき。

１．訴えを提起しようとする者の負担の軽減に繋がる措置として、証拠保全手続き、あるいは生産方
法の推定に関する規定が設けられているが、前者は証拠保全の事由の疎明を要し、後者は新規でな
かった「物」については機能しないことから、実態的には負担の軽減はそれほど図られない。そこで、
「物」もしくは「方法」が特許権を侵害していることについて確信が得られ、かつ提訴の負担を回避
し得る、証拠保全手続きとは別の、訴訟前証拠収集手続きの導入が望まれる。手続きの導入にあたっ
ては、訴えを提起する側の負担と相手側の負担とのバランスを考慮することが必要である。
２．侵害訴訟時、依頼者とその代理人でるある弁護士・弁理士との間で交わされる文書、電子データ
等の情報についても開示対象とされる場合があるが、このような情報が公開されることは、依頼者及
びその代理人とって著しく不利益であるから、このような情報については、開示対象から除外するよ
うな規定を設けることが必要である。

２００２年４月１５日「法制審議会民事・人事訴訟部会」提出の要望書抜粋

弁理士会

日本知的財産協会

２７．証拠収集手続の拡充についての要望



２８．その他２：キルビー判決下での無効判断のあり方

キルビー判決下での侵害訴訟と無効審判の現状

①有効性判断の範囲
キルビー判決以降、侵害訴訟でも特許の有効性の判断を行っているが、キルビー判決には「明
白な」の限定がついており、侵害訴訟では、無効理由が明白なもののみが判断されている状況。

②侵害訴訟と無効審判の対比

→有効性の判断の範囲拡大をどう考えるか。

→侵害訴訟と無効審判との役割分担についてどう考えるか。
技術的専門性を持った審判官により技術的なレビューを行う無効審判、及び法律的素養
をもつ裁判官により法律論に基づいて利害調整行う侵害訴訟は、何れも紛争解決において
は必須である。

・この点を踏まえ、有効性の範囲の拡大による侵害訴訟での紛争の一回的な解決、侵害訴
訟と無効審判との判断齟齬の回避、侵害裁判所の専門的審理体制の整備等を考慮する
必要があるのではないか。

費用
当事者適格

の判断
審理手法 手続 効力 用途

侵害訴訟 高価 厳格 弁論主義 （手続補償を重
視して）比 較 的
複雑

当事者のみでの
効果（相対効）

紛 争 発 生 後の
解決手段

無効審判 安価 緩やか 職権主義 （最低限の手続
補償に基づき）
比較的簡素

第三者にも効力
あり（対世効）

紛 争 発 生 前の
解決手段（事前
予防的効果）



１．特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うことにより、部分的に訴訟審理期間が長期化するこ
とも予想されるが、紛争の最終的な解決までの期間が短くなることを目指すべきである。
２．特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うことにより、特許の有効性と抵触可能性という一連
の問題を同一の場で扱うことができ、紛争処理をさらに効率化できる。
３．特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うためには、裁判所の人的基盤の強化が是非とも必要
である。

１．侵害裁判所による特許の有効性の判断を原則可能とする。特許侵害の判断と有効性の判断は密接
な関係があることから、これらを同時に判断することが合理的である。
２．侵害訴訟における…裁判所の判断と無効審判における有効性の判断が並行して審理される場合、
当事者の負担、手続の重複等非効率であり、また両者で異なった判断がでることもあり得、法的に不
安定であることから、侵害訴訟と無効審判との役割分担を整理すべきである。
３．以上のような制度の円滑な運用、裁判の迅速処理化のためには、裁判所における審理体制の整備
も不可欠であり、知財訴訟の専属管轄化、専門委員制度の創設、調査官制度の充実化を併せて図るこ
とを要望致します。

２００２年４月１２日「産業競争力と知的財産を考える研究会」提出の要望書抜粋

日本知的財産協会

経済団体連合会

２９．侵害訴訟における無効判断についての要望


